
犬の飼い主の皆様へ

家の周りのちょっとの距離 でも

必ずリードの装着 を！

『岩手県動物の愛護及び管理に関する条例』 犬の飼い主の遵守事項

第９条（１）人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないように飼い犬の
係留をしておくこと

回
覧

盛岡市保健所 生活衛生課 019-603-8312

排泄物の処理も、
しっかりと。
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